
（別紙）       個人情報の取扱いを定める特約 

 

（目的） 

第１条 本特約は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）第 66 条の規定に基づき、

心理検査業務に関して、個人情報の取扱いについて共通する事項を定めることにより、個人情報の

流出防止をはじめとする保護を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 委 託 者 個人情報を取り扱う業務の処理を委託した者をいう。 

（2） 受 託 者 個人情報を取り扱う業務の処理の委託を受けた者をいう。 

（3） 個人情報 氏名や住所、電話番号及び家族構成など委託者が管理する個人に属する情報をい

う。 

（4） 滅 失 等 個人情報の滅失、破損、改ざん、漏えい及び盗用をいう。 

（秘密の保持） 

第３条 受託者は、本契約による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

２ 受託者は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び

退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の

保護に関して必要な事項を周知するものとする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために

必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（個人情報の滅失等の防止等に関する義務） 

第５条 受託者は、個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、滅失等

を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第６条 受託者は、委託業務の目的以外に個人情報を利用してはならない。ただし、法令に基づく場

合又は個人情報保護に関する法律第 69条第 2項各号に掲げる事由に該当する場合はこの限りではな

い。 

２ 受託者は、業務に関連して知り得た個人情報を第三者に開示、公表、及び配布等をしてはならな

い。ただし、委託者から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。 

（個人情報の複写及び複製の禁止） 

第７条 受託者は、個人情報を委託業務の目的以外に複写及び複製してはならない。ただし、委託者

から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。 

２ 受託者は、委託業務の目的の範囲内であっても、複写又は複製を業務遂行の必要最小限に止めな

ければならない。 

（個人情報の保護に関する立入検査の受忍義務） 

第８条 委託者は、いつでも受託者に対して個人情報の関わる管理状況を監査する権限を有する。 

２ 委託者は、必要と認める場合には、受託者の事業所等に立ち入り、個人情報に係る安全管理措置

等の遵守状況を監査することができる。 

３ 委託者が受託者に対して個人情報保護に関わる監査を実施する場合、受託者は委託者に協力しな



 

ければならない。 

（個人情報の滅失等の事故発生に関する報告義務） 

第９条 受託者は、滅失等があった場合は速やかに委託者へ報告しなければならない。 

２ 受託者は、滅失及び破損等があった場合は速やかに原因を特定するとともに、滅失等が発生した

原因及び経緯に関して書面で報告しなければならない。 

（個人情報の返却） 

第 10条 受託者は、業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報、又は自らが収集した個人情

報をこの契約の終了後直ちに発注者に返却、又は引き渡すものとする。 

 


